
住居確保給付金（転居費用補助）の申請について

申請時に必要な書類

①
申請者と同一世帯の方が亡くなった、または申請者もしくは同
一世帯の方の離職・休業等により、世帯全体の収入が減少した

□

② ①の事情が生じてから2年以内である □

③ 申請者が労働等で収入を得て、世帯の生計を主に維持している □

④
同一世帯に属する方の収入の合計額および手持ち金・預貯金等
の合計額が、下記の表に記載の金額以下である

□

⑤
困窮者自立支援制度に基づく家計相談の結果、家計状況改善の
ためには転居が必要と判断されたが、転居費用負担ができない

□

世帯員数 住居維持費上限 収入月額基準※ 手持ち金・預貯金基準 支給上限額

１人 ３２，０００円 １２１，０００円 ５３４，０００円 ９６，０００円

２人 ３８，０００円 １６９，０００円 ７８６，０００円 １１４，０００円

３人 ４２，０００円 １９９，０００円 ９４２，０００円 １２６，０００円

４人 ４２，０００円 ２３６，０００円 １，０００，０００円 １２６，０００円

５人 ４２，０００円 ２７４，０００円 １，０００，０００円 １２６，０００円

※ 家賃等の住居維持必要額上限での金額です。上限未満の場合は基準額は減額となります。

① 本人確認書類の写し（免許証、個人番号カード、保険証など） □

② 2年以内に世帯収入が減少したことが確認できる書類の写し □

③
②の直前、申請者と同一世帯の方が亡くなった、または申請者
もしくは同一世帯の方の離職等が確認できる書類の写し

□

③
世帯員全員の収入が確認できる書類（給与明細、各種手当や年
金の振込通知書など）の写し

□

④
世帯員全員の預貯金額（外貨・債権・株式・投資信託・ＮＩＳ
Ａ・暗号資産も含む）が確認できる書類（通帳、Ｗｅｂページ
の印刷物など）の写し

□

⑤ 要転居証明書（困窮者自立相談支援機関等が発行したもの） □

受給要件（①～⑤のいずれにも当てはまる方）

秋田市福祉総務課生活支援担当 ＴEL：888-5659

詳しくは、

お問い合わせください。

※持家に居住している場合、その維持に要する費用を確認する書類が必要となります。

○ 転居に係る入居初期費用（敷金除く）や家財運搬費用等を支給します。


